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現在現在現在現在、、、、特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当をををを受受受受けているけているけているけている方方方方はははは、、、、８８８８月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））

～～～～９９９９月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））までのまでのまでのまでの間間間間にににに「「「「特別児童扶養手当所得状況届特別児童扶養手当所得状況届特別児童扶養手当所得状況届特別児童扶養手当所得状況届」」」」

をををを提出提出提出提出しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

このこのこのこの届出届出届出届出がないとがないとがないとがないと受給資格受給資格受給資格受給資格があってもがあってもがあってもがあっても手当手当手当手当がががが受受受受けられなくけられなくけられなくけられなく

なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、印鑑印鑑印鑑印鑑をををを持参持参持参持参のののの上必上必上必上必ずずずず届出届出届出届出てててて下下下下さいさいさいさい。。。。    

（（（（添付書類添付書類添付書類添付書類    特別児童扶養手当証書特別児童扶養手当証書特別児童扶養手当証書特別児童扶養手当証書））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

******  手続き及び問合せ先  ***** 

羅臼町役場 保健福祉課福祉係 

電話 87-2161 (内 152６) 

 

 

 

精神精神精神精神またはまたはまたはまたは、、、、身体身体身体身体にににに障害障害障害障害をををを有有有有するするするする満満満満２０２０２０２０歳未満歳未満歳未満歳未満のののの児童児童児童児童についてについてについてについて特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当をををを

支給支給支給支給しししし、、、、児童児童児童児童のののの福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図るためのるためのるためのるための制度制度制度制度ですですですです。。。。    

    

【受給資格】 

  満２０歳未満の重度の障害(１級)及び中程度の障害(２級)の状態にある障害児を監護する父若

しくは母、または障害児を養育する養育者。 

【手当の支給時期】 

  手当は認定請求をした月の翌月分より支給されます。支払は４月・８月・１１月の年３回で、 

 それぞれ前月分まで支払われます。 

【手当の支給額】 

  １級該当児童１人につき 月額 50,550 円 ２級該当児童１人につき 月額 33,670 円 

 ※ 特別児童扶養手当は、請求者等の前年所得及び障害の程度により支給額が決定されますが、

所得制限及び障害程度により支給されない場合がありますので、詳しくは下記までお問合わ

せ下さい。 

特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当とはとはとはとは・・・・・・・・・・・・？？？？    


